
風水害想定避難訓練 

9月～12月の育成支援重点目標 「気持ちの良いあいさつをしよう！！」 

ご存じですか？「子ども基本法」 「子どもの権利条約」 

 

 

 

  

 ２学期が始まりましたが、今年は猛暑が続き９月も熱中症警戒アラートが発令され外遊びができない日が

ありました。子ども達も汗びっしょりで下校してくる日もありましたが、ここ数日、暑さもようやく落ち着い

てきましたね。 

 10月は来年度入会希望者対象の見学会を行い、11月になると来年度入会申請が始まります。10月は来年度

に向けて新しい友だちを迎える準備を児童・職員一緒に取り組んでいきます。 

 

 

 のびのび児童クラブ９月～12 月の育成支援重点目標を「小学校から児童クラブに下校してきた時、児童ク

ラブから帰る時に挨拶をする」とします。今までもきちんとできている子もいますが、全員が気持ちの良い挨

拶ができるように声掛けをしていきます。 

 ご家庭でもお子さんに挨拶について話していただき、児童クラブと家庭と一緒に取り組んでいきたいと思

います。ご協力お願いします。 

 

 

 ９月 18 日（水）風水害想定避難訓練を実施しました。児童は「河川氾濫等水害発生時の避難方法を知る」

職員は「保護者の連絡方法や、水害発生時の避難場所について理解し、適切な誘導を行う」ことをねらいに取

り組みました。15：00に保護者の方へ LINEを送信し、返信が届くことを確認して、15分を超えて返信の無い

方 7名に電話連絡をさせていただきました。すべての保護者に連絡がとれたのは 15：30でした。 

15：40 から子どもたちに訓練の目的、ハザードマップの説明、避難場所は平田高校になることを伝えまし

た。その後、平田高校へ向かう道を愛宕山プールの駐車場まで歩いて行きました。職員の誘導で４年生から順

番に避難しました。避難する際に長蛇の列になってしまい、安全確認のもれが出てくる懸念など、避難誘導に

反省点がありました。いかなる状況でも、安全で確実な避難誘導ができるよう改善策を検討していきます。 

今後、万が一の時に保護者の方にすぐに連絡が取れるようにしたいと思いますので、業務中携帯電話では連絡

が取れない方はその旨職員にお知らせください。また、のびのび児童クラブグループ LINEに保護者１名が登録

されている方は、複数名登録いただけると連絡が付きやすいと思います。 

今後も継続して訓練を行います。保護者の皆様にはお忙しい中ご協力

頂き、ありがとうございました。 

 

 

 子ども基本法は、令和５年４月に施行された、こどもや若者一人ひとりがとても大切な存在で、自分らしく

幸せに成長し、暮らせるように、社会全体で支えていくことがとても重要であり、こどもまんなか社会をみん

なで一緒につくっていこうというものです。 

また「子どもの権利条約」には４つの原則があります。 

①生命、生存及び発達に対する権利  ②子どもの最善の利益 ③子どもの意見尊重 ④差別の禁止 

また、子どもたちには、①生きる権利 ②育つ権利 ③守られる権利 ④参加する権利があります。 

詳しい内容は、こども家庭庁ホームぺージに掲載されています。ぜひご確認ください。 

児童クラブでも、この内容を意識して子どもたちと関わっていきます。 

のびのび児童クラブだより 

令和 6 年度 10 月号 



児童クラブでの日常の様子 

ほっこりエピソード⑭ 

 

地域子育て支援（情報提供） 

出雲こども家庭センター（情報提供） 

 

 

 最近子ども達は自由遊びの時間に手織り機で織物を作る人、ツイスターで盛り上がって遊ぶ人、将棋を異学

年で対戦する人と、それぞれがやりたい活動を楽しんでいます。 

熱中症警戒アラートがようやく発令されなくなり、外遊びにも出ることができるようになってきました。外

遊びでは鬼ごっこ、サッカー、一輪車、砂遊びなど、体を思いっきり動かして遊びます。 

 

 

 

 

 

平田地区には子ども食堂が「ひだまり食堂ひらた」と「わくわく食堂」の２か所あります。 

 https://www.shimane-kodomo.jp/riyo/izumo/ に詳しい情報が掲載されています。 

子育てと仕事で日々忙しく過ごされていると思います。地域の子育

て支援を活用していただき、ゆっくりお子さんとの時間を過ごしてみ

てはいかがでしょうか。 

 

 

 「出雲市こども家庭センター」は妊産婦やすべてのお子さんとそのご家族の悩みごとを聞いてもらうことが

でき、サポートしてもらえる機関です。保健師や専門の相談員がサポートしてくれます。 

相談先 

妊娠・出産・子育てに関する相談 ℡ 0853-21-6818 場所 出雲市役所１階 健康増進課 

子どもの発達・児童虐待・ヤングケアラーに関する相談 ℡ 0853-21-6604 場所 出雲市役所１階 子ども

政策課 

※月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）８：30～17：15 

 

～のびのび児童クラブで、心がほっこり暖かくなったエピソードを紹介します～ 

 

 

 ある日、職員が閉所した北部保育所からもらった鍵盤ハーモニカの掃除をしていると、１年生Ｍさんが一緒

に掃除をしてくれました。職員が作業をしていると一緒になって手伝ってくれるＭさん。職員が後日、ありが

とう BOXを活用してメッセージを渡しました。 

 

 

 

 

手織り サッカー 一輪車 鬼ごっこ 

わくわく食堂 LINE 

https://www.shimane-kodomo.jp/riyo/izumo/


 

   

のびのび児童クラブ めざす姿 

① 気持ちの良いあいさつ、返事、言葉遣いができる子 

② 人の話を聞くことができる子 

③ 自分の思いを表現できる子 

 

＜お知らせ・お願い＞ 

☆ 令和７年度入会申込について 

申込期間：令和６年 11月１日（金）～12月６日（金） 

10月１日（火）から申込書を配布します。継続利用希望の方は書類をお渡ししますので、職員

にお声がけください。 

児童クラブは毎年入会申し込みが必要です。 

☆ 10月行事について 

10月７日（月）～11日（金）16：00～18：00 のびのび児童クラブ来年度入会希望者見学会 

10月 18日（金）集金袋配布 

☆ 職員について 

８月１日から梅木志保子支援員補助が勤務しています。 

９月で田中絵里支援員補助は退職しました。 

出雲市シルバー人材センターの派遣で勤務していただいておりました、飯塚ヤス子さん、 

福田友美さんは９月末までとなります。 

☆ 職員研修について 

子どもたちの生きる力を育む防災の備え～保育現場で活用できる防災教育の基本～ 

 オンライン（原） 

日本保育保健協議会オンライン講座 愛着と神経発達症（原） 

子どもの安全Ｅｑｕｉｔｙのための私達の役割 オンライン（原） 

「放課後児童支援員等ガイドブック」に対応して講義 YouTube 

（伊藤真、今津、金山、山根、梅木、原） 

10月７日（月）放課後児童クラブ・放課後子ども教室合同研修会（伊藤真・金山・原） 

おにごっこの可能性～「鬼ごっこ」を活用した研修プログラム オンライン（原） 

☆ 子どもの不用品リユースコーナーについて 

10月７日（月）～11日（金）実施予定の、のびのび児童クラブ見学会にあわせて、子ども

の不用品リユースコーナーを実施します。ご家庭で不要になった服、体操服、ジャンパー、

靴、サンダル、長靴、レインコート、帽子、防寒用品などご持参ください。  

☆ 玩具購入 

 電子キーボード、キューブ、ツイスター、

ラッシュアワー、将棋を新しく購入しまし

た。 

 

 


